
帰還困難区域

特別通過交通のしおり【事業者等用】

１．帰還困難区域の特別通過交通について

■ 帰還困難区域の特別通過交通とは、被災地域の復旧・復興に資するため、
一定の要件に該当する者が、あらかじめ指定された帰還困難区域の道路
（特定幹線ルート）を特別に通行できるものとして創設された制度です。現
在は、住民の帰還や通勤、通院等も対象となっています。また、通行証が
不要なルートも設定されています。

■ インフラ復旧等で通行証が必要な特定幹線ルート（「３．特定幹線ルートに
ついて」参照）を通行する必要がある場合は、対象者やルート等の要件を
ご確認の上、「２．通過交通対象自治体及び通行証の発給対象者につい
て」に記載の自治体（役場）に申請手続を行ってください。

■ なお、通行にあたっては、一定の制約事項があり、これらを遵守していただ
く必要があります。

（通行証が必要な特定幹線ルートを通行する場合）

①帰還困難区域の特別通過
申請書及び誓約書を提出

③帰還困難区域の特別通
過通行証の発給及びス
テッカーの貸与

②役場において
申請内容等の審査

④通行証が必要な
特定幹線ルートの通行

業務実施場所

⑤業務実施場所へ到着

通過交通
希望者 役場
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（避難指示が発出されたことが
ある市町村）

楢葉
２００

通過交通車両

楢葉
２００

通過交通車両



３．特定幹線ルートについて

 本制度における通過交通可能な特定幹線ルートは、以下のとおりです。

２．通過交通対象自治体及び通行証の発給対象者

2上記以外のルートを通行した場合は、違反に対する 措置が講じられます。詳しくは、「６．違反に対する措置について」をご覧ください。

対象ルート 地点 入域可能時間 対象者及び対象ケース 通行証及び

ステッカーの要否

通行証が必要な対象ルート

（１） 町道東１５号～県道２５２号

～町道西１３号～町道西９号

～町道西２０号～県道３５号

～国道２８８号

スポーツセンター前－

中屋敷ゲート

５:００～

１９:００

制限あり

（自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行

者を除く）

要（２） 県道３５号～国道２８８号 野上橋ゲート－

中屋敷ゲート

（３） 町道東１５号～県道２５２号

～町道西１３号～町道西９号

～町道西２０号～県道３５号

スポーツセンター前－

野上橋ゲート

（参考）通行証不要の対象ルート

（４） 国道６号／

国道６号～県道３６号

浪江フローラ前－富岡消

防署前／浪江フローラ前

－大菅ゲート

制限なし

制限なし

（自動二輪、原動機付自転車、軽車両及び歩行者を除く）

不要

（５） 常磐自動車道 常磐自動車道の帰還困難

区域北端－浪江ＩＣ

制限なし

（高速自動車国道法の定めるところによる）

（６） 国道１１４号 浪江ＩＣ－旧室原ゲート 制限なし

（原動機付自転車、軽車両及び歩行者を除く）

 本制度において、通行証の発行手続を行うことができる自治体は、以下（※）のとおり
です。具体的な手続は、「４．」をご参照ください。
（※）田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の１２市町村

 帰還困難区域の特別通過通行証（以下、「通行証」という。）の発給対象は以下のとお
りです。

①自治体等（役場）の職員等

②インフラ復旧事業者等
③通過交通対象地域の住民であって、通勤、通院等の目的で通過交通する者

 ②インフラ復旧事業者等の具体的な例としては、道路や電気、水道等の生活基盤の維
持管理を行う方や、生活インフラを供給する事業者の方などが挙げられます。対象の
当否については、申請先の役場窓口にご確認ください。

 ③については、住民用のしおりをご覧ください。



４．申請手続について

■ 通過交通の申請にあたっては、業務実施場所を有する自治体の
役場に次の文書を提出する必要があります。
・ 帰還困難区域の特別通過申請書
・ 誓約書

■ 申請内容について役場が審査を行います。審査終了後、役場か
ら次の文書等（①～③）をお渡しします（郵送又は窓口において手
交）。

① 帰還困難区域の特別通過通行証（※）

② 帰還困難区域の特別通過申請書の写し
③ 通行車両掲示用のステッカー

（※）①通行証の裏面には、通過ルートが印刷されています。

・帰還困難区域の特別通過申請書 ・誓約書

①帰還困難区域の
特別通過通行証

③通行車両提示用の
ステッカー
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②帰還困難区域の
特別通過申請書の写し

表面 裏面



５．特定幹線ルートの通行に際して

■ 通行証の必要な特定幹線ルートを通行する際には、以下
の文書等を必ず携行し、ゲート警備員に、当該文書等を提
示してください（携行していない場合は通行できません） 。ま
た、ステッカーについては、外形的に判別可能な場所に
貼ってください。

＜携行が必要な文書等＞
① 帰還困難区域の特別通過申請書の写し
② 帰還困難区域の特別通過通行証
③ 本人であることを確認できる書類（同乗者を含む）

■ 帰還困難区域を退出する際には、「７．スクリーニング場」
に記載の各スクリーニング場を活用するなどして、自らの責
任において適切にスクリーニングを実施することができます。

■ 申請書に記載する用務地での目的が終了した場合又は通
行証に記載されている有効日を過ぎた場合には、ステッ
カーを役場に返却してください。
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＜携行が必要な文書等＞

通行証に記載されている有効日を過ぎた場合は、使用できません。

申請書及び通行証に記載されている通行時間及び通過ルートから逸脱し
ている場合又はステッカーを適切に使用していなかった場合には、違反に
対する措置が講じられます。

なお、降雪や倒木等により、緊急避難的にルートを回避すること、それに伴
い通行時間が変動することは認められています。



６．違反に対する措置について

■ 申請書、誓約書及び通行証に記載する内容から逸脱する
行動が判明した場合、又はステッカーを適切に使用してい
ないことが判明した場合、以下のような違反に対する措置
が講じられます。

① 通行証の使用停止
② 所要の期間の通行証発給停止

■ 違反行為が繰り返された場合は、帰還困難区域の特別通
過通行証発給停止期間の加算等の措置が講じられます。

（違反に対する措置の例）

・申請書及び通行証に記載のない者が帰還困難区域を通過した事案に対し
て、一定期間の通行証発給停止措置の実施。

・通過交通可能な特定幹線ルート外の道路を通行した事案に対して、通行
証の更新手続を停止する措置を実施。
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７．スクリーニング場
■ スクリーニング場の場所、開設時間等については、次のと
おりです。事前の連絡等は必要ありません。

箇所名 所在地 受付時間 連絡先

加倉スクリーニング場 浪江町大字加倉字加倉前20-1 9:00-19:30 080-6846-5967

高瀬スクリーニング場 浪江町大字高瀬字小高瀬迫183 9:00-19:30 080-8014-0699

中屋敷スクリーニング場 大熊町大字野上字小塚地内 9:00-18:00※ 080-6849-4045

大川原スクリーニング場 大熊町大字大川原字西平591 9:00-18:00 090-2557-7511

高津戸スクリーニング場 富岡町大字上手岡字高津戸地内 9:00-18:00 080-6857-4114

毛萱・波倉スクリーニング場 富岡町大字毛萱字前川原232-16 9:00-18:00 0240-25-1466

※冬期（平成26年12月1日～平成27年3月31日）は9：00～17：00。


